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福島県電子見積運用基準（物品） 

 
第１ 趣旨 

この基準は、福島県（以下「県」という。）が福島県電子入札システム（以下「電子入札

システム」という。）を利用して行う物品調達（以下「電子見積対象案件」という。）の見積

合わせ手続きに関し、円滑かつ的確に実施するための取扱いについて、福島県財務規則（昭

和 39年福島県規則第 17号。以下「規則」という。）、その他法令等に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 用語の定義 

この基準において、使用する用語の意義については、以下に定めるところによる。 

１ 電子入札システム 県がコンピュータとネットワークを利用して利用者登録から契約

相手方の決定までの事務（以下「見積合わせ事務」という。）を行うための情報システ

ムをいう。 

２ 電子見積 電子入札システムを使用して処理する見積事務をいう。 

３ 紙見積 電子見積によらない従来の紙媒体により処理する見積事務をいう。 

４ ＩＣカード 電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12年法律第 102号）に基づき

主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納した

カードをいう。 

５ ユーザーＩＤ 「物品の買入れ及び修繕に係る競争入札参加者の資格申請に関する要

綱（昭和 60年４月１日施行）（以下、「資格申請要綱」という。）」に基づき入札参加資

格の承認を受けた者に対し県から交付するＩＤをいう。 

 ６ 紙見積参加者 案件ごとに県の承諾を受け、紙見積により電子見積の対象案件に参加

しようとする者をいう。 

 ７ 受任者 代表者から県の物品の入札及び見積に関する一切の権限の委任を受け、有資

格者名簿に登録されている者をいう。 

８ 同等品 印刷物を除く物品調達で、想定品以外で仕様を満たす製品をいう。 

 

第３ 電子見積対象案件の適用範囲 

この基準は、あらかじめ県が電子見積で行うものを指定し、電子入札システムに登録した

案件に対し適用する。 

 

第４ 電子入札システムの利用時間 

電子入札システムの利用時間は、原則として、午前９時から午後５時まで（福島県の休日

を定める条例（平成元年福島県条例第７号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「休日」

という。）を除く。）とする。 
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第５ 電子入札システムへの利用者登録 

見積参加者は、あらかじめ、電子入札システムで次の各号のいずれかにより利用者登録を

行わなければならない。 

（１）電子入札システムで利用できるＩＣカードを所持している場合は、当該ＩＣカード

により利用者登録を行う。なお、ＩＣカードの更新、追加等を行った場合も同様とす

る。 

（２）ＩＣカードを所持していない場合は、その旨を県に連絡し、県が発行するユーザー

ＩＤにより利用者登録を行う。 

 

第６ 電子見積対象案件の登録等 

１ 県は、電子見積対象案件を電子入札システムに登録する。 

２ 電子入札システムを使用して行う物品調達案件の登録は、原則として週３回（月曜日、

水曜日及び金曜日）とする。ただし、当該日が県の休日に該当する場合は、次の登録曜

日に登録する。 

 

第７ 電子見積の参加資格 

電子見積対象案件に参加できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令第 167条の４第１項各号のいずれにも該当しない者。 

（２）資格申請要綱に基づき入札に参加する資格があると認定され、「物品購入（修繕）競

争入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）」に登録されている者。 

（３）「福島県物品購入等競争入札参加資格制限措置要綱（平成 31年４月１日施行）（以下、

「資格制限要綱」という。）」に基づき入札参加資格の制限を受けていない者。 

（４）福島県内に本店を有する者。ただし、福島県内に本店を有する者だけでは競争性が確

保できない場合は、県内に支店又は営業所を有する者及び県外に本店、支店又は営業

所を有する者を含む。 

（５）県が参加資格としてその他必要事項を定めた場合、その必要事項に該当する者。 

 

第８ 見積参加者が使用するＩＣカード又はユーザーＩＤ 

１ 見積参加者が電子見積において使用することができるＩＣカード又はユーザーＩＤ

は、有資格者名簿に登録された代表者又は受任者のＩＣカード又はユーザーＩＤとす

る。 

２ ＩＣカード又はユーザーＩＤを不正に使用して見積書を提出した場合は、失格とする。

ただし、見積決定後に不正使用が判明した場合には、契約締結前にあっては契約を締結

しないこととし、契約締結後にあっては契約を解除することができる。また、ＩＣカー

ド又はユーザーＩＤを不正に使用して見積を行った者については、資格制限要綱に基
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づき参加資格制限の措置を行うことがある。 

 

第９ 見積事務の標準期間及び見積書提出開始日等 

１ 電子見積対象案件の電子入札システムへの登録日（以下、「登録日」という。）から見

積合わせ実施までの見積事務の標準期間、見積書提出開始日、見積書受付締切日等は、

次の各号に掲げる区分に応じて定める表のとおりとする。 

なお、各日数は、登録日から起算しての日数（休日を除く。）であり、当該日が休日

である場合はその翌日とする。 

（１）印刷物調達の場合 

 標準期間 

質問受付期間 ３日目まで 

紙見積参加受付期間 ４日目まで 

質問回答日 
５日目まで 

紙見積承認日 

見積書提出開始日 ６日目から 

見積書受付締切日 ７日目まで 

見積合わせ実施日 ８日目 

（２）印刷物を除く物品調達の場合 

 

①同等品申請が可又

は必須の場合の標準

期間 

②同等品申請が不可

の場合の標準期間 

質問受付期間 ３日目まで 

紙見積参加受付期間 ４日目まで 

質問回答日 
５日目まで 

紙見積承認日 

同等品申請締切日 ６日目まで － 

同等品申請回答日 ９日目まで － 

見積書提出開始日 １０日目から ６日目から 

見積書受付締切日 １１日目まで ７日目まで 

見積合わせ実施日 １２日目 ８日目 

２ 見積書提出開始日前に提出された見積書も有効とするが、質問回答日に仕様内容の変

更等が生じる場合もあることから見積書提出開始日以降に提出すること。 

 

第 10 電子見積対象案件における見積手続き等の原則 

１ 電子見積対象案件については、電子入札システムを利用して見積手続きを行うものと
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し、原則として書面による見積書等の提出は認めない。 

２ 電子見積対象案件については、見積参加者に対する見積手続きに関連する各種通知等

は、原則として電子入札システムを利用して行う。 

 

第 11 紙見積による参加 

１ 第 10の規定に関わらず、次の各号に該当する場合、見積参加者は、登録日から起算し

て４日目（休日を除く。）までの間に「紙見積参加承諾願」（第１号様式）を県に提出し、

その承諾を得た場合に限り、別途指定する見積書受付締切日時までに見積書を持参、フ

ァクシミリ又は電子メールにより県に提出する方法で、見積に参加することができる。 

（１）電子入札システムの障害等により、見積入札書受付締切日時までに、電子入札シス

テムを使用した手続を行うことが困難な場合。 

（２）電子見積を行うためのＩＣカードが、名義人の異動、失効及び破損等により使用で

きなくなり、ＩＣカードの発行又は再発行を申請中の場合。 

（３）その他紙見積を行うことが真にやむを得ない場合。 

２ 県は１の規定により、紙見積による参加を認めたときは、当該案件について電子入札

システムの使用を認めないものとする。 

ただし、すでに電子入札システムを利用して提出済みの文書については有効なもの

として取り扱う。 

３ 県は、１の規定により紙見積による参加を認めたときは、見積合わせ時に紙見積参加

者として電子入札システムに登録するものとする。 

 

第 12 仕様書等に関する質問及び回答 

電子見積対象案件の仕様書等に対する見積参加者からの質問及び回答は原則として次の

各号の基準による。 

（１）質問は、登録日から起算して３日目（休日を除く。）までの間に電子入札システムに

より提出するとともに、その旨を県に連絡すること。 

（２）回答は、県が電子入札システムに登録するものとする。 

 

第 13 同等品の申請及び承認 

１ 同等品による見積書を提出することができるのは、同等品の申請を可又は必須とし

ている調達案件に限るものとする。 

２ 同等品による見積書を提出する場合は、登録日から起算して６日目（休日を除く。）

までの間に、カタログ等を添付して電子入札システムにより提出するとともに、その旨

を県に連絡すること。 

３ 承認又は不承認は、県が電子入札システムにより回答するので、同等品による見積書

は、県の承認を得た後に提出するものとする。 
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第 14 見積書の提出 

１ 見積参加者は、電子入札システムにより見積書及び見積内訳書（添付を求めた場合に

限る）（以下「電子見積書等」という。）を、見積書受付締切日時までに提出するものと

する。 

当該日時までに電子見積書等が到達しない場合、見積を辞退したものとみなす。 

なお、見積書については、見積金額、見積参加者の商号又は名称等必要な事項が全て

入力されたものを有効な見積書として取り扱う。 

２ 県は、電子見積書等が提出されたときは、速やかに電子入札システムにより受付票を

発行する（紙見積参加者を除く）ものとする。 

３ 県は、見積書受付締切日時の経過後直ちに見積書の受付を締め切り、その旨を見積参

加者（紙見積参加者を除く）に通知するものとする。 

４ 提出された電子見積書、辞退届等の変更又は取消しは認めない。 

５ 見積参加者側の障害等により見積書受付締切日時及び見積合わせ日時を変更する場

合の基準及び取扱いについては、次の各号のとおりとする。 

（１）見積参加者側から障害等により電子見積ができない旨の申出があった場合には、見

積参加者の責めに帰すべき事由（ＩＣカードの紛失又は破損、端末の不具合等）によ

る障害等を除き、見積書受付締切日時又は見積合わせ日時の変更を行うことができ

るものとする。 

（２）（１）の規定により見積書受付締切日時又は見積合わせ日時を変更したときは、電

子入札システムを使用して、その旨を見積参加者に通知するものとする。 

（３）（２）の規定による通知については、電子入札システムを使用して行うことができ

ない場合又は紙見積参加者に対する場合には、電子メール等を使用して行うものと

する。 

６ 県の使用に係るコンピュータ等の障害により見積書受付締切日時及び見積合わせ日

時を変更する場合等の取扱いについては、次の各号のとおりとする。 

（１）県は、県の使用に係るコンピュータ等の障害が発生した場合、見積書受付締切日時

若しくは見積合わせ日時の変更を行い、又は紙見積に切り替えるものとする。この場

合において、既に見積書を提出している見積参加者の電子見積書等は、有効なものと

して取り扱うものとする。 

（２）（１）の規定により見積書受付締切日時又は見積合わせ日時を変更したときは、電

子入札システムを使用して、その旨を見積参加者に通知するものとする。 

（３）５の（３）の規定は、（２）の規定による通知について準用する。 

 

第 15 見積合わせの中止 

 県は、見積合わせを公正に行うことができないと判断した場合、見積合わせを中止するこ
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とができる。 

 

第 16 見積合わせの実施 

１ 県は、電子入札システムで示す日時に見積合わせを行うものとする。 

２ 県は、紙見積参加者がいるときの見積合わせにあっては、見積合わせ日時に開封した

見積書の金額、氏名又は名称及びくじ番号を県の使用に係るコンピュータに入力する

ものとする。くじ番号の記入がない場合は、有資格コードの下３桁の数値が記載された

ものとみなす。 

３ 県は、県の使用に係るコンピュータに表示される見積結果を確認して、その順位及び

契約の相手方を決定するものとする。 

４ 見積決定となるべき同価格の見積をした者が２人以上あるときは、電子くじにより契

約の相手方の決定を行う。 

５ 県は、契約の相手方を決定したときは、速やかに、見積参加者に対しては電子入札シ

ステムを使用して、紙見積参加者に対しては電話等で、契約の相手方の氏名又は名称、

見積決定金額を通知するものとする。 

 

第 17 再度見積合わせの実施 

１ 当初見積合わせにおいて、契約の相手方が決定しなかった場合には、必要に応じて再

度見積合わせを行うものとする。 

２ 再度見積合わせの日時等の通知については、電子入札システムにより行うものとし、

紙見積参加者に対しては、電話等により通知する。 

３ 見積書の提出方法については、指定された日時までに見積書のみを提出するものとす

る。 

４ 見積合わせの方法は第 16に準ずるものとする。 

 

第 18 見積書の無効 

次の各号のいずれかに該当する見積書は無効とする。 

（１）参加資格を有していない者が提出した見積書 

（２）同一人が同一事項に対して２通以上の見積書を提出し、その前後を判別することがで

きない見積書又は後発の見積書 

（３）同一事項の見積につき他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした者が提出し

た見積書 

（４）紙見積において紙見積参加承諾のない者が提出した見積書 

（５）紙見積において委任状のない代理人が提出した見積書 

（６）紙見積において金額を訂正した見積書 

（７）紙見積において誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積書 
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（８）紙見積において記名、押印を欠く見積書（押印を省略する場合、「本件責任者及び担

当者」の氏名・連絡先のない見積書） 

（９）同一の見積者が電子見積書と紙見積書の両方を提出した見積書 

（10）その他、仕様書等で示した見積条件又は県において特に指定した事項に違反した見積

書 

 

第 19 免責事項 

１ 利用者が使用するコンピュータ及びネットワークの障害等により、見積書等の提出が

遅延又は不能となる若しくは電子入札システムからの情報が表示遅延又は表示不能と

なる等の場合において利用者に生じた損害について県は責任を負わないものとする。 

２ 電子入札システムの利用に当たり、電子証明書及び電子署名による本人確認の手続き

を行ったうえで利用者本人と認めて県が取扱いを行った場合は、コンピュータ、電子証

明書及び電子署名に係る偽造、変造、盗用、不正使用又はその他の方法による、いわゆ

るなりすましによって生じた損害について県は責任を負わないものとする。 

３ 天災、事変その他システム管理者の責に帰すことのできない事由により電子入札シス

テムの利用が遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について県は責任を

負わないものとする。 

 

附 則 

この基準は、令和６年１月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和７年１月２０日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和７年９月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和８年４月１日から施行する。 
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第１号様式 

 

紙見積参加承諾願 

 

年  月  日  

 

福 島 県 知 事 様 

（○○地方振興局長） 

 

             住     所 

             商号又は名称 

             代表者職・氏名 

 

下記の物品等の見積について、電子入札システムを使用して参加することができないの

で、紙見積による参加を承諾していただくようお願いします。 

記 

１ 案件名 

２ 電子見積により参加することができない具体的な理由 

 

 

 

 

 

上記について承諾します。 

なお、当該案件について電子入札システムを使用した手続きは行わないでください。 

 

 

上記について承諾できません。 

理由 

 

 

年  月  日 

福 島 県 知 事 

（○○地方振興局長） 

 


